
整
理
・
削
減
な
ど
、
医
療
提

供
体
制
の
縮
小
・
弱
体
化
を

進
め
て
い
る
」
と
問
題
視
。

日
医
も
重
要
な
課
題
と
の
認

識
を
示
し
た
上
で
「
拙
速
な

議
論
は
地
域
医
療
の
混
乱
を

招
き
か
ね
な
い
」
と
し
、「
現

場
が
改
革
に
取
り
組
め
る
状

況
か
注
視
が
必
要
」
と
指
摘

し
て
い
る
。

　
　
　

◇　

◇　

◇

　
医
療
現
場
は
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の
対
応

に
、
必
死
に
取
り
組
ん
で
い

る
。
今
、
求
め
ら
れ
て
い
る

の
は
病
床
を
削
減
し
、
医
師

を
抑
制
す
る
医
療
法
等
改
正

案
で
は
な
く
、
病
床
や
医
師

の
確
保
を
は
じ
め
と
し
た
法

案
の
抜
本
的
な
修
正
と
、
地

域
医
療
を
担
い
第
一
線
で

日
々
奮
闘
し
て
い
る
医
療
機

関
へ
の
減
収
補
填
な
ど
迅
速

で
的
確
な
支
援
が
行
わ
れ
る

こ
と
で
あ
る
。

的
に
開
始
す
る
医
師
の
働
き

方
改
革
に
つ
い
て
も
、
２
０

３
６
年
ま
で
に
年
間
１
８
６

０
時
間
の
時
間
外
労
働
を
認

め
る
「
Ｂ
水
準
」
を
解
消
す

る
方
針
が
過
去
に
示
さ
れ
、

今
回
の
法
案
で
も
医
師
の
長

時
間
労
働
を
鑑
み
て
負
担
軽

減
を
図
る
と
し
て
い
る
が
、

過
労
死
ラ
イ
ン
の
長
時
間
労

働
な
ど
を
容
認
し
た
医
師
の

需
給
推
計
が
前
提
に
置
か
れ

て
い
る
。長
時
間
労
働
の
制
限

対
象
外
で
皺
寄
せ
が
懸
念
さ

れ
る
開
業
医
へ
の
ケ
ア
も
議

論
が
不
十
分
な
状
況
で
あ
る
。

　
医
療
計
画
に
新
興
感
染
症

等
の
感
染
拡
大
時
で
の
医
療

確
保
を
位
置
付
け
る
と
し
て

い
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
保
健

所
、
感
染
症
病
床
の
大
幅
な

削
減
な
ど
に
対
す
る
反
省
は

見
ら
れ
な
い
。
２
０
１
９
年

９
月
末
に
突
如
再
編
統
合
の

必
要
性
を
再
検
証
す
べ
き
と

さ
れ
、
現
に
コ
ロ
ナ
患
者
受

け
入
れ
に
大
き
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
公
立
・
公
的
病

院
の
再
編
統
合
問
題
に
つ
い

て
も
撤
回
さ
れ
て
お
ら
ず
、

コ
ロ
ナ
禍
以
前
よ
り
進
め
ら

れ
て
き
た
医
療
費
適
正
化
計

画
を
強
引
に
推
し
進
め
よ
う

と
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
内
容
に
つ
い
て
、

保
団
連
は
「
コ
ロ
ナ
危
機
を

通
じ
て
、
平
時
よ
り
余
力
を

伴
っ
た
医
療
提
供
体
制
の
確

保
、
充
実
・
強
化
が
求
め
ら

れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

受
診
抑
制
や
病
床
・
病
院
の

　
こ
れ
ま
で
厚
労
省
は
、
地

域
医
療
構
想
、
医
師
偏
在
是

正
、
医
師
の
働
き
方
改
革
を

「
三
位
一
体
改
革
」
と
称
し
推

進
し
て
き
た
。
２
０
１
８
年

に
成
立
し
た
改
正
医
療
法
は

「
医
師
偏
在
是
正
法
」
と
も
呼

ば
れ
、
２
０
３
６
年
ま
で
に

偏
在
を
解
消
す
る
た
め
の
基

本
的
な
枠
組
み
を
定
め
、
段

階
的
な
対
応
を
進
め
る
も
の

で
あ
っ
た
が
、
実
際
は
、
開

業
時
に
地
域
で
求
め
ら
れ
て

い
る
医
療
機
能
を
備
え
る
こ

と
が
要
求
さ
れ
る
な
ど
、
地

域
の
偏
在
解
消
を
盾
に
し
た

実
質
的
な
開
業
の
制
限
が
行

わ
れ
て
き
た
。

　

ま
た
２
０
２
４
年
に
本
格

　
法
案
は
、
医
師
の
働
き
方

改
革
の
推
進
、
医
療
関
係
職

種
の
業
務
範
囲
や
医
師
養
成

課
程
の
見
直
し
、
新
興
感
染

症
対
応
や
外
来
医
療
の
あ
り

方
を
含
め
た
地
域
医
療
構
想

な
ど
広
範
囲
の
テ
ー
マ
と
、

医
療
法
以
外
に
も
複
数
の
改

正
法
案
で
構
成
さ
れ
、
個
々

の
内
容
に
つ
い
て
十
分
慎
重

な
議
論
が
重
ね
ら
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
厚

労
省
職
員
に
よ
る
送
別
会
問

題
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

患
者
受
け
入
れ
問
題
や
第
４

波
に
対
応
し
た
医
療
提
供
体

制
の
確
保
に
審
議
が
多
く
割

か
れ
、
委
員
会
で
の
実
質
的

審
議
は
わ
ず
か
３
日
間
と
、

内
容
の
審
議
自
体
、
全
く
十

分
と
は
い
え
な
い
状
況
で
あ

る
。

北 海 道 保 険 医 新 聞

財
務
省
は
４
月
の
財
政
審

で
「
医
療
提
供
体
制
の
改
革

な
く
し
て
診
療
報
酬
改
定
な

し
」
と
し
、
機
能
分
化
と
定

額
負
担
拡
大
な
ど
医
療
費
抑

制
策
の
継
続
方
針
を
示
し
た

▼
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
拡
大
は
第
４
波
に
及
び
、

感
染
者
数
は
過
去
最
高
を
示

し
医
療
は
逼
迫
し
て
い
る
。

コ
ロ
ナ
対
応
医
療
機
関
の
み

な
ら
ず
各
医
療
機
関
の
収
益

は
大
き
く
損
な
わ
れ
て
い
る
。

低
医
療
費
政
策
は
地
域
医
療

提
供
体
制
を
崩
壊
さ
せ
、
コ

ロ
ナ
禍
に
お
い
て
も
国
は
病

床
数
・
医
師
数
の
削
減
計
画

を
進
め
て
お
り
、
感
染
拡
大

下
で
医
療
崩
壊
を
更
に
悪
化

さ
せ
る
事
は
必
至
だ
▼
英
国

で
は
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
進
む

に
つ
れ
て
感
染
者
数
と
重
症

者
数
は
大
き
く
減
少
し
て
い

る
。
今
こ
そ
ワ
ク
チ
ン
供
給

量
を
早
急
に
増
や
し
接
種
を

迅
速
に
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

し
か
し
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
手

技
料
は
非
常
に
低
く
、
医
療

機
関
の
経
営
を
更
に
直
撃
し

か
ね
な
い
。
ワ
ク
チ
ン
接
種

と
通
常
診
療
の
継
続
、Ｐ
Ｃ
Ｒ

検
査
拡
大
、
コ
ロ
ナ
診
療
の

充
実
等
ど
れ
も
滞
る
事
が
な

い
よ
う
十
分
な
財
政
支
援
を

行
う
べ
き
だ
▼
政
府
は
社
会

経
済
活
動
を
優
先
す
る
等
感

染
拡
大
へ
の
対
応
を
誤
り
医

療
の
混
乱
を
招
い
た
。
国
民

の
行
動
変
容
を
促
す
た
め
に

も
政
治
家
は
感
染
を
招
く
行

動
も
慎
む
べ
き
だ
。

加藤 康夫

（
Ｋ
Ｔ
）

2021年（令和3年）5月5日

　
政
府
は
、「
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
効
率
的
に
提
供
す
る
体
制
の

確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」（
以

下
、
法
案
）
に
つ
い
て
拙
速
な
審
議
を
進
め
て
い
る
。
法
案
は
コ
ロ
ナ

禍
以
前
か
ら
進
め
て
き
た
厚
労
省
の
「
三
位
一
体
改
革
」
を
整
備
し
た

束
ね
法
案
と
な
っ
て
お
り
、
医
療
費
適
正
化
計
画
の
推
進
の
み
を
目
的

と
し
た
、
こ
の
コ
ロ
ナ
禍
で
も
政
策
転
換
し
な
い
と
い
う
国
の
姿
勢
が

露
わ
に
な
っ
て
い
る
（
関
連
２
面
）。

（1）第951号（昭和40年4月18日 第3種郵便物認可）
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の
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換
を

医
療
法
等
改
正
法
案

強
引
に
せ
ま
る

医
療
費「
適
正
化
」

需
給
推
計
が
前
提
に
置
か
れ

て
い
る
。長
時
間
労
働
の
制
限

対
象
外
で
皺
寄
せ
が
懸
念
さ

れ
る
開
業
医
へ
の
ケ
ア
も
議

論
が
不
十
分
な
状
況
で
あ
る
。

　
医
療
計
画
に
新
興
感
染
症

等
の
感
染
拡
大
時
で
の
医
療

確
保
を
位
置
付
け
る
と
し
て

い
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
保
健

所
、
感
染
症
病
床
の
大
幅
な
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一般社団法人　北海道保険医会

●日　時 ： 5月29日（土）

札幌ビューホテル
大通公園

午後5時から

●場　所 ： 

　もし自分が感染した場合、給付の対象となりますか。Q1

　給付の対象です。ただし、第三者の医師への受診及び主治医が「休業が必
要である」と証明した医療証明書が必要です。

A

　「新型コロナウイルス感染症（以下コロナ）」は保険医休業保障共済保険の給
付対象となる疾病です。他の疾病による休業と保障内容は変わりません。また病
名が「コロナ疑い」でも給付の対象となります。いずれの場合でも、第三者の医
師に受診していただき、主治医が「休業を必要とした」と証明した所定の医療証
明書が必要になります。休業されましたら、本会事務局までご連絡ください。

　風邪症状があったので、念のため休業しました。PCR検査の結果は「陰性」
でしたが、給付の対象になりますか。

Q2

請願項目

署名取り組み期間：9月30日まで

　病名が「コロナ疑い」でも給付対象です。検査結果に関わらず、第三者の医師へ
受診し、主治医が「休業が必要である」と証明した医療証明書が提出されれば給
付の対象となります。

A

　症状があるので休業したいのですが、医療機関に直接受診できる状況では
ありません。給付を受けるにはどうすればいいですか。●お金の心配をせず、安心して歯科医療が受け

　られるよう、窓口負担割合を下げてください。
●健康保険で受けられる新治療の範囲を広
　げてください。
●歯科医療の充実に必要な国の予算を増や
　してください。

先生ご本人、ご家族、スタッフ、患者さんなど地域
の方にも広げてください。署名用紙・リーフレット
が不足の場合は、お手数ですが事務局までご連絡
ください（℡：011-231-6281）

Q3

　コロナ（疑い含む）の病名が付されれば、電話（オンライン）初診でも受診と
認められます。

A

　受診した患者さんや従業員・家族が「陽性」となり、保健所から濃厚接触者
として自宅療養の指示が出た場合は給付の対象ですか。

Q4

　休診しただけでは給付の対象とはなりません。先生ご自身の症状につい
て、第三者の医師への受診及び疑い病名（「コロナの疑い」など）が付された
医療証明書が提出されれば、給付の対象です。第三者の医師に受診がなく、
保健所の指示や自己判断のみで休業した場合は給付対象外です。

A

新型コロナウイルス感染症の給付に関するＱ＆Ａ

保険医休業保障共済保険　加入者の皆様へ

※「休業」とは…傷病により、第三者の医師による診療を受け、就業不能になったため業務（病院または診療所の
　管理者としての執務行為を含む）を完全に休むことです。

「保険でより良い歯科医療を求める」
請願署名にご協力下さい！

　本会では5月から「保険でより良い歯科医療を求める請願書名」の
取り組みを始めました。署名用紙およびリーフレットを本号に同封して
います。
　歯科医療は、「感染症の予防」「基礎疾患のある患者の重症化予防」
など全身の健康にとっても重要であると指摘されています。しかし、新
型コロナウイルス感染症の影響で歯科医療機関への受診控えが進
み、患者・国民の口の中の状況は悪化しています。
　また歯科医療機関では、以前から感染症防止対策を徹底していま
すが、現在の感染拡大下では、これまで以上の対策が求められていま
す。しかし、現在の低い診療報酬体系では、医院経営はより厳しいもの
となっています。
　歯科医療の重要性を多くの方にご理解いただき、医科歯科問わず
是非ご協力をお願いいたします。

第 9 回
代議員総会のご案内



項目と内容
〈 Ⅰ　医師の働き方改革 〉

施行時期と関連法

　
医
療
関
係
職
種
の
業
務
範

囲
の
見
直
し
は
、
医
師
の
働

き
方
改
革
の
議
論
の
中
で
出

さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

診
療
放
射
線
技
師
法
、
臨
床

検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
、

臨
床
工
学
士
法
、
救
急
救
命

士
法
の
４
つ
を
改
正
し
、
そ

れ
ぞ
れ
の
職
種
に
新
た
な
業

務
を
認
め
る
。

　
具
体
的
に
は
、
造
影
剤
を

使
用
す
る
検
査
、Ｒ
Ｉ
検
査
の

た
め
の
静
脈
路
確
保
、
検
査

後
の
抜
針
・
止
血
、
血
液
浄

化
装
置
の
穿
刺
針
そ
の
他
の

先
端
部
の
血
管
へ
の
接
続
又

は
抜
去
、
医
療
機
関
に
搬
送

さ
れ
る
ま
で
の
間
に
実
施
可

能
な
救
急
救
命
処
置
を
救
急

外
来
に
お
い
て
も
実
施
可
能

と
す
る
等
で
あ
る
。

　
こ
の
項
目
に
つ
い
て
は
①

共
用
試
験
合
格
を
医
師
・
歯

科
医
師
国
家
試
験
の
受
験
資

格
要
件
と
し
②
共
用
試
験
に

合
格
し
た
学
生
が
臨
床
実
習

と
し
て
医
業
・
歯
科
医
業
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
旨
を
明

確
化
す
る
、
こ
の
２
つ
が
盛

り
込
ま
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り

医
師
法
・
歯
科
医
師
法
17
条

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
大

学
が
行
う
臨
床
実
習
に
お
い

て
、
医
師
の
指
導
監
督
の
も

と
で
医
業
を
可
能
と
す
る
。

ス
チ
ュ
ー
デ
ン
ト・ド
ク
タ
ー

制
度
と
言
わ
れ
る
も
の
だ
。

　

医
学
生
の
臨
床
実
習
に
法

的
整
合
性
を
与
え
、
実
習
前

の
学
習
レ
ベ
ル
の
向
上
に
繋

が
る
期
待
が
あ
る
が
、
医
師

の
働
き
方
改
革
の
議
論
と
は

切
り
離
し
が
必
要
だ
。
ス

チ
ュ
ー
デ
ン
ト
・
ド
ク
タ
ー

の
存
在
が
、
特
例
水
準
の
解

消
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
な
こ

と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　
感
染
症
対
応
病
床
、
急
性

期
一
般
病
床
を
十
分
に
確
保

す
る
こ
と
は
喫
緊
の
最
重
要

課
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
法

案
で
は
現
下
の
感
染
拡
大
そ

し
て
将
来
的
な
新
興
・
再
興

感
染
症
に
対
す
る
備
え
を
読

み
取
る
こ
と
は
で
き
ず
、
む

し
ろ
、
コ
ロ
ナ
禍
で
も
強
引

に
病
床
削
減
を
推
し
進
め
よ

う
と
す
る
姿
勢
が
明
ら
か
だ
。

２
０
２
４
年
か
ら
始
ま
る

第
８
次
医
療
計
画
に
つ
い
て

は
、
今
ま
で
の
５
疾
病
５
事

業
に
「
新
興
感
染
症
等
の
感

染
拡
大
時
に
お
け
る
医
療
」

を
加
え
、
６
事
業
と
す
る
こ

と
に
し
て
い
る
。
事
業
の
記

載
項
目
に
は
感
染
拡
大
時
に

対
応
可
能
な
医
療
機
関
・
病

床
の
確
保
、専
門
人
材
の
確

保
、防
護
具
の
備
蓄
、医
療
機

関
間
の
連
携・役
割
分
担
等
を

挙
げ
て
い
る
。こ
れ
ら
は
日
常

的
に
必
要
か
つ
既
に
行
わ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
り
、都
道
府

県
に
３
年
後
の
計
画
を
丸
投

げ
し
て
よ
い
も
の
で
は
な
い
。

　
一
方
で
地
域
医
療
構
想
に

基
づ
く
病
床
削
減
は
着
実
に

進
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
２

０
２
０
年
限
り
と
さ
れ
た「
病

床
機
能
再
編
支
援
事
業
」
を
、

２
０
２
１
年
以
降
は
地
域
医

療
介
護
総
合
基
金
の
中
に
位

置
付
け
、
全
額
国
が
負
担
し

て
継
続
・
増
額
す
る
。
そ
の

費
用
に
は
消
費
税
財
源
を
あ

て
る
。
具
体
的
に
は
稼
働
病

床
の
10
％
以
上
を
削
減
す
れ

ば
財
政
支
援
が
受
け
ら
れ
、

１
０
０
床
の
病
院
が
30
床
削

減
し
た
場
合
は
５
７
０
０
万

円
が
交
付
さ
れ
る
と
例
示
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
感
染
症

指
定
病
院
ま
で
含
め
た
公
立
・

公
的
病
院
統
廃
合
の
リ
ス
ト

は
未
だ
に
撤
回
し
て
な
い
。

　
法
案
で
は
医
療
機
関
か
ら

都
道
府
県
に
対
し
て
外
来
機

能
を
報
告
さ
せ
、「
医
療
機
能

を
重
点
的
に
活
用
す
る
外
来

（
悪
性
腫
瘍
の
手
術
前
後
の
外

来
、
外
来
化
学
療
法
や
放
射

線
療
法
等
を
想
定
）」
で
は
患

者
窓
口
負
担
の
定
額
上
乗
せ

を
計
画
し
て
い
る
。

　
持
ち
分
の
な
い
医
療
法
人

へ
の
移
行
を
促
進
す
る
移
行

計
画
認
定
制
度
は
、
２
０
２

３
年
９
月
ま
で
延
長
す
る
。

　
　
　

◇　

◇　

◇

　
現
在
、
政
府
は
各
都
道
府

県
に
対
し
コ
ロ
ナ
病
床
確
保

計
画
を
見
直
す
よ
う
通
知
し
、

「
第
３
波
」
の
２
倍
程
度
の
感

染
者
が
出
て
も
対
応
で
き
る

よ
う
な
病
床
の
確
保
・
運
用

を
求
め
て
い
る
。
一
方
で
、

こ
の
法
案
は
病
床
削
減
等
を

一
層
進
め
る
内
容
だ
。
こ
の

よ
う
に
矛
盾
し
た
政
策
に
終

始
す
る
原
因
は
、
コ
ロ
ナ
禍

で
も
変
わ
ら
な
い
低
医
療
費

政
策
に
あ
る
。
根
本
か
ら
転

換
が
必
要
で
あ
る
。

　
時
間
外
労
働
に
つ
い
て
は
、

Ａ（
一
般
的
な
勤
務
医
）、Ｂ

（
地
域
医
療
確
保
暫
定
特
例
水

準
）、
連
携
Ｂ（
複
数
の
医
療

機
関
に
勤
務
す
る
場
合
）、Ｃ

１
（
集
中
的
技
能
向
上
水
準
：

研
修
医
・
専
攻
医
）、Ｃ
２
水

準
（
高
度
技
能
習
得
研
修
）

の
分
類
に
応
じ
て
、Ａ
水
準
は

年
９
６
０
時
間
、Ｂ
水
準
は
年

１
８
６
０
時
間
／
月
１
０
０

時
間
未
満
（
２
０
３
５
年
を

目
途
に
終
了
）、Ｃ
水
準
は
年

１
８
６
０
時
間
／
月
１
０
０

時
間
未
満
と
、
各
々
上
限
が
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コ
ロ
ナ
禍
で
も

安
心
し
た
医
療
経
営
を

　
本
会
は
第
９
回
代
議
員

総
会
を
５
月
29
日
に
開
催

し
、
前
年
度
の
活
動
報
告

と
今
年
度
の
活
動
方
針
を

提
案
・
協
議
す
る
。
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡

大
か
ら
１
年
が
経
過
し
た

が
、
医
療
を
巡
る
環
境
は

依
然
厳
し
い
ま
ま
だ
。
会

員
の
日
常
診
療
の
改
善
と

保
険
医
の
生
活
が
守
ら
れ

る
よ
う
活
動
を
充
実
さ
せ

た
い
。
ま
た
、
今
年
度
は

役
員
選
挙
の
年
と
な
る
。

新
執
行
部
の
も
と
以
下
の

方
針
を
示
す
こ
と
と
し
て

い
る
。

　
こ
の
１
年
間
で
事
業
の

形
態
も
大
き
く
様
変
わ
り

し
た
。
ネ
ッ
ト
を
利
用
し

に
費
用
の
心
配
な
く
受
診

で
き
る
制
度
の
再
編
を
目

指
し
要
請
活
動
を
進
め
る
。

共
済
事
業
で
は
、
昨
年

８
月
に
「
合
同
会
社
保
険

医
サ
ポ
ー
ト
北
海
道
」
を

設
立
し
新
た
に
損
保
商
品

の
取
り
扱
い
を
始
め
と
し

た
各
種
の
福
利
、サ
ー
ビ
ス

事
業
を
展
開
し
て
い
る
。こ

れ
ま
で
の
三
大
共
済
制
度

を
補
完
し
、ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

で
会
員
の
生
活
・
健
康
を
支

え
る
体
制
を
目
指
し
た
い
。

　
コ
ロ
ナ
禍
で
厳
し
い
状

況
は
続
い
て
い
る
が
、
会

員
の
皆
様
の
要
望
や
意
見

を
反
映
さ
せ
、
日
常
診
療

の
向
上
に
繋
が
る
活
動
を

進
め
て
い
く
。

た
リ
モ
ー
ト
化
が
中
心
と

な
り
、
対
面
で
接
す
る
機

会
は
奪
わ
れ
た
も
の
の
、

遠
隔
地
か
ら
の
参
加
や
オ

ン
デ
マ
ン
ド
で
時
間
に
拘

束
さ
れ
な
い
参
加
形
式
な

ど
メ
リ
ッ
ト
も
多
く
、
さ

ら
に
企
画
を
充
実
さ
せ
る

と
と
も
に
シ
ス
テ
ム
等
の

整
備
を
進
め
て
い
き
た
い
。

　
未
だ
感
染
の
収
束
が
見

通
せ
な
い
中
、
感
染
防
止

対
策
に
は
設
備
や
労
力
を

要
し
医
療
機
関
の
負
担
は

限
界
に
近
づ
い
て
い
る
。

政
府
が
実
施
す
る
支
援
対

策
も
暫
定
的
で
対
象
範
囲

も
限
定
さ
れ
る
な
ど
、
将

来
的
な
医
業
経
営
の
存
続

が
守
ら
れ
る
も
の
と
は
い

え
な
い
。
今
こ
そ
、
医
療

機
関
に
対
す
る
継
続
的
な

支
援
と
診
療
報
酬
の
大
幅

引
き
上
げ
が
必
要
で
、
こ

う
し
た
対
策
こ
そ
が
国
民

医
療
を
守
る
た
め
の
最
優

先
策
で
あ
る
こ
と
を
強
く

訴
え
て
い
き
た
い
。

　
ま
た
、
患
者
の
受
診
抑

制
も
医
療
機
関
の
経
営
を

悪
化
さ
せ
て
い
る
。
今
国

会
で
与
党
は
「
後
期
高
齢

者
の
２
割
負
担
化
」
法
案

を
審
議
し
て
い
る
。
コ
ロ

ナ
禍
で
経
済
不
安
、
感
染

リ
ス
ク
等
に
よ
り
受
診
抑

制
が
続
く
中
、
医
療
費
２

倍
化
は
高
齢
者
の
受
診
を

さ
ら
に
遠
の
か
せ
、
家
計

負
担
だ
け
で
は
な
く
病
状

悪
化
を
も
招
く
も
の
だ
。

２
割
負
担
の
撤
回
と
と
も

解　説

化
を
目
指
す
「
健
康
保
険
法

等
改
正
案
」
や
「
デ
ジ
タ
ル

改
革
関
連
法
案
」
と
同
じ
く
、

こ
の
法
案
も
関
連
す
る
多
数

の
個
別
法
を
無
理
や
り
一
括

し
た
、
い
わ
ゆ
る
束
ね
法
案

で
あ
る
。
本
来
は
個
別
に
丁

寧
に
議
論
す
べ
き
も
の
を
、

十
分
な
審
議
な
し
に
短
時
間

　
現
在
、
法
案
審
議
は
参
議

院
に
移
り
、
近
日
中
の
採
決

が
狙
わ
れ
て
い
る
。
法
案
の

概
要
を　
　
に
示
し
、
そ
れ

ぞ
れ
の
項
目
を
解
説
す
る
。

　
今
国
会
で
同
時
に
審
議
中

の
75
歳
以
上
窓
口
負
担
２
割

で
成
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
、

国
会
軽
視
の
や
り
方
だ
。

　
医
師
の
働
き
方
改
革
に
つ

い
て
は
応
召
義
務
等
の
特
殊

性
も
踏
ま
え
、
一
般
企
業
よ

り
５
年
遅
れ
て
２
０
２
４
年

よ
り
適
用
さ
れ
る
予
定
だ
。

定
め
ら
れ
て
い
る
。Ａ
水
準
を

超
え
て
Ｂ・Ｃ
水
準
の
時
間
外

労
働
を
行
う
医
師
が
勤
務
す

る
医
療
機
関
は
時
短
計
画
案

を
作
成
し
、新
設
さ
れ
る
「
医

療
機
関
勤
務
環
境
評
価
セ
ン

タ
ー
」
に
よ
る
第
３
者
評
価

を
受
け
、
都
道
府
県
か
ら
特

例
水
準
の
指
定
を
受
け
る
。

面
接
指
導
、
連
続
勤
務
時
間

制
限
や
定
期
的
な
時
短
計
画

の
見
直
し
が
求
め
ら
れ
る
。

　
Ｂ
、Ｃ
水
準
は
過
労
死
ラ
イ

ン
の
約
２
倍
に
あ
た
る
時
間

外
労
働
を
許
容
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
２
０
２
３
年
以
降
の

医
師
養
成
数
の
削
減
を
前
提

に
し
て
い
る
。
医
師
の
働
き

方
改
革
の
根
本
に
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ

Ｄ
平
均
に
比
べ
る
と
約
12
万

人
不
足
し
て
い
る
医
師
数
の

増
加
が
必
要
だ
。

医
療
法
等
改
正
案
は
修
正
す
べ
き

非
常
時
で
も
病
床
削
減

　
新
型
コ
ロ
ナ
危
機
の
最
大
の
教
訓
の
一
つ
は
、医
療
提
供
体
制
の
確

保
・
充
実
を
平
時
よ
り
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。現

在
、政
府
は
第
４
波
に
よ
る
医
療
の
逼
迫
に
対
し
、対
応
病
床
や
医
療
従

事
者
の
確
保
を
自
治
体
や
医
療
機
関
に
求
め
て
い
る
。し
か
し
、審
議
中

の
医
療
法
等
改
正
案（
以
下
、法
案
）は
、病
床
削
減
や
医
師
の
長
時
間
労

働
の
固
定
化
を
押
し
進
め
る
も
の
だ
。

表 医療法等改正案の概要

表

常
套
手
段
の

　
　
　   

束
ね
法
案

長
時
間
労
働
の

　
　
　
　   

固
定
化

タ
ス
ク
シ
フ
ト
・

　
　
タ
ス
ク
シ
ェ
ア

医
師
養
成
の

　
　
　
　   

見
直
し

コ
ロ
ナ
禍
で
も

　
　
　   

病
床
削
減

外
来
機
能
報
告
制
度

　
　
と
患
者
負
担
増

移
行
計
画
認
定
制
度

　
　
　
　
　
は
延
長

・ 長時間労働の医師の労働時間短縮及び健康確保
のための措置の整備等

2024年4月
医療法

〈 Ⅱ　各医療関係職種の専門性の活用 〉
１医療関係職種の業務範囲の見直し
・ タスクシフト/シェアを推進し、医師の負担を軽減
しつつ、医療関係職種がより専門性を生かせるよ
う、各職種の業務範囲の拡大等を行う

2021年10月
診療放射線技師法
救急救命士法
臨床検査技師　等

２医師養成課程の見直し
・ ①共用試験合格を国家試験の受験資格要件と
し、②同試験に合格した医学生が臨床実習として
医業を行うことができる旨を明確化

①2025年4月
②2023年4月
医師法
歯科医師法

〈 Ⅲ　地域の実情に応じた医療提供体制の確保 〉

〈 Ⅳ　その他 〉持ち分の定めのない医療法人へ
の移行計画認定制度の延長（2023年9月まで）

１新興感染症等の感染拡大時における医療提供体制
の確保に関する事項の医療計画への位置付け
・ 医療計画の記載事項に新興感染症等への対応
に関する事項を追加

2024年4月
医療法

2021年4月
医療介護総合確保法

２地域医療構想の実現に向けた医療機関の取り組の支援
・ 2020年度に創設した「病床機能再編支援事業」
を地域医療介護総合確保基金に位置付け、当該
事業については国が全額を負担するほか、再編
を行う医療機関に対する税制優遇措置を講じる

2022年4月
医療介護総合確保法

公布日　【医療法】

3 外来医療の機能の明確化・連携
・ 医療機関に対し、医療資源を重点的に活用する
外来等について報告を求める外来機能報告制度
の創設等を行う



委
託
料

・

・

・

受付事務や清掃の外部委託費で従前からの
契約に係るもの
日常診療に要する検査外注費
※直接診療報酬等を請求できるものは対象外
既存の施設・設備に係る保守・メンテナンス料

使
用
料

賃
貸
料

・
・
既存の診療スペースに係る家賃 
日常診療、日常業務に使う既存の医療機器・
事務機器のリース料

し
補
助
金
を
受
け
た
医
療
機

関
は
原
則
と
し
て
対
象
外
と

さ
れ
、
ま
た
補
助
対
象
は
、

２
０
２
１
年
４
〜
９
月
に
か

療
提
供
体
制
確
保
支
援
補
助

金
」
は
４
月
以
降
も
継
続
し

て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
２
月
中
に
申
請

　
国
が
２
０
２
０
年
度
の
予

算
で
２
月
か
ら
実
施
し
て
い

た
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
感
染
拡
大
防
止
・
医

か
っ
た
経
費
と
な
っ
て
い
る

こ
と
に
注
意
が
必
要
で
す
。

申
請
す
る
際
は
医
療
機
関

か
ら
厚
労
省
へ
９
月
30
日
ま

で
に
申
請
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
詳
細
は
厚
労
省
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。
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ジ
し
か
な
か
っ
た
が
、
こ
の

本
は
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ソ
ン
に

向
け
て
サ
ウ
ナ
の
効
能
効
果

な
ど
を
説
い
た
本
で
あ
る
。

筆
者
の
考
え
る
サ
ウ
ナ
が
疲

労
回
復
、
精
神
の
安
定
、
ア

イ
デ
ア
が
生
ま
れ
や
す
い
な

ど
と
い
っ
た
体
験
を
さ
せ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
サ
ウ
ナ
に
よ
っ
て
、
疲
労

感
が
増
す
状
況
を
脱
却
し
、

自
分
自
身
の
メ
ン
タ
ル
を
安

定
さ
せ
、
こ
う
い
っ
た
時
勢

を
乗
り
切
れ
る
の
だ
と
心
に

秘
め
、
今
日
も
サ
ウ
ナ
に
通

う
の
で
あ
っ
た
。

　
コ
ロ
ナ
禍
で
な
に
げ
に

ネ
ッ
ト
サ
ー
フ
ィ
ン
中
に
出

会
っ
た
の
が
、
こ
の
本
だ
っ

た
。
こ
の
鬱
々
と
し
た
世
の

中
で
何
か
ト
ラ
イ
し
た
い
、

開
放
さ
れ
た
い
な
ど
の
理
由

が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
そ

れ
ま
で
は
サ
ウ
ナ
と
言
え
ば

休
日
、家
に
い
ら
れ
な
く
な
っ

た
、お
じ
さ
ん
た
ち
が
群
が
っ

て
い
る
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー

〈
主
な
協
議・検
討
事
項
〉

①
２
０
２
１
年
度
歯
科
部
関
係
事
業
の
具
体
化
に
つ
い
て

・
２
０
２
１
年
度
事
業
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

②「
保
険
で
よ
り
良
い
歯
科
医
療
を
求
め
る
請
願
署

  

名
」実
施
に
つ
い
て

・
５
〜
９
月
請
願
書
名
活
動
を
行
う
こ
と
を
確
認

し
た
。

③
そ
の
他

・「
歯
科
技
工
士
問
題
を
考
え
る
国
内
集
会
」
取

   

り
組
み
に
つ
い
て

・
２
０
２
０
年
度
学
校
健
診
後
治
療
調
査
結
果

   

に
つ
い
て

・
非
経
口
摂
取
患
者
口
腔
粘
膜
処
置
に
関
す
る

   

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
つ
い
て

・「
歯
科
保
険
診
療
研
究
」
原
稿
の
確
認

第
1
回
歯
科
部
担
当
理
事
会（
4
月
14
日
）

歯
科
部
だ
よ
り

※

次
回
第
2
回
歯
科
部
担
当
理
事
会

…

5
月
12
日（
水
）午
後
７
時

人
生
を
変
え
る
サ
ウ
ナ
術

　
　
　
松
尾
大
、本
田
直
之
著

Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ

弟
に
な
り
ま
し
た
。

―

ご
趣
味
は

　
写
真
が
趣
味
で
す
。
今
は

猫
し
か
撮
っ
て
い
ま
せ
ん
。

―

今
後
の
目
標
等

　
マ
イ
ナ
ー
な
手
術
を
扱
う

こ
と
が
多
い
の
で
、
し
っ
か

気軽に受診できる
　　　　　クリニック

石嶋　漢 先生
さっぽろ眼科・眼形成クリニック

札幌市・中央区125125

略歴
　札幌市出身。2006年に福井大学医学部卒
業。その後北海道大学病院、帯広協会病院など
の勤務を経て、2020年開業。

垂
、
涙
流
、
眼
瞼
痙
攣
や
内

反
症
、
腫
瘍
な
ど
の
さ
ま
ざ

ま
な
疾
患
を
診
て
い
ま
す
。

―

開
業
し
た
動
機
に
つ
い
て

　
眼
と
眼
の
周
り
を
同
時
に

診
療
で
き
る
こ
と
、
大
学
病

院
と
同
等
レ
ベ
ル
の
治
療
を

で
き
る
様
に
し
た
い
と
思
い

開
業
し
ま
し
た
。

―

開
業
後
苦
労
し
た
こ
と
な
ど

―

本
会
に
入
会
し
た
理
由
は

　
保
険
に
関
し
て
、
知
ら
な

い
こ
と
が
多
く
、
相
談
で
き

る
と
こ
ろ
を
探
し
て
い
ま
し

た
。
知
り
合
い
の
先
生
に
紹

介
し
て
も
ら
っ
た
の
が
き
っ

か
け
で
入
会
し
ま
し
た
。

―

ご
専
門
は

　
眼
と
眼
の
周
り
で
す
。
涙

の
量
を
測
っ
た
り
、
眼
瞼
下

保
険
請
求
が
本
当
に
わ
か

ら
ず
、
勉
強
中
で
す
。
今
で

も
何
か
正
し
い
の
か
わ
か
ら

ず
不
安
で
す
。

―

診
療
で
心
が
け
て
い
る
こ
と

　
に
つ
い
て

「
説
明
は
丁
寧
に
、
手
術
は

正
確
に
」
を
心
が
け
な
が
ら

診
療
し
て
い
ま
す
。

―

ど
の
よ
う
な
医
院
を
目
指
し

　
て
い
ま
す
か

　
気
軽
に
患
者
が
受
診
で
き

る
、
紹
介
い
た
だ
け
る
ク
リ

ニ
ッ
ク
を
目
指
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

―

ご
家
族
を
ご
紹
介
い
た
だ
け

　
ま
す
か

妻
と
息
子
が
３
人
い
ま

す
。
自
分
も
男
３
人
兄
弟
で

す
が
、
子
ど
も
も
男
３
人
兄

り
と
統
計
を
と
っ
て
発
表
で

き
る
よ
う
に
な
り
た
い
と
思

い
ま
す
。

―

患
者
さ
ん
に
寄
り
添
い
、
身

　
近
な
ク
リ
ニ
ッ
ク
と
し
て
ご

　
活
躍
い
た
だ
き
た
い
で
す
。

（
Ｔ
・
Ｔ
）

申
請
は
お
済
み
で
す
か
？

　
　
感
染
拡
大
防
止
支
援
補
助
金

（
聞
き
手
　
事
務
局
丸
岡
）

厚労省HP 通知PDF

対象となる経費の例

需
用
費

・

・

・
・

日常業務に要する消耗品費
（固定資産に計上しないもの） 
日常診療に要する材料費
（衛生材料、消毒薬など）
※直接診療報酬等を請求できるものは対象外
換気のための軽微な改修（修繕費）
水道光熱費、燃料費

役
務
費

・
・

・

・

電話料、インターネット接続等の通信費
医療施設、設備に係る火災保険、地震保険、
不動産保険の保険料
受付事務や清掃の人材派遣料で従前からの
契約に係るもの
入院患者のオンライン面会のためのWi－Fi環
境の整備等費用

一般社団法人 北海道保険医会

札幌支部役員の
任期満了にともなう役員選挙の告示

　札幌支部役員は2020年度末で任期満了となります。
　来る6月23日に支部定時総会において札幌支部規約第6条
及び第11条に基づき役員及び議長、副議長選挙を行います。

①改選役員　支部長 1名、副支部長 2名、幹事 若干名、
　　　　　　監事 2名、議長 1名、副議長 1名

②届出期間　5月6日～5月21日　午後5時まで
③届 出 先　〒060-0042
　　　　　　札幌市中央区大通西6丁目6　北海道医師会館3階
　　　　　　　　　　一般社団法人北海道保険医会　札幌支部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支部長　長野　省五　

■立候補は自薦、他薦を問いません。
■推薦する場合は必ず候補者の承諾が必要です。

・
・

本人が役員候補となる場合は様式1号用紙で届出ください。 
他の方を推薦する場合は様式2号及び3号用紙で申し出ください
（様式3号用紙の承諾書は必ず同時に添付願います）。
※届出書（様式1号、2号、3号）は本支部事務局に用意しておりま
　すのでご連絡ください。

新型コロナウイルス感染拡大防止のた
めウェブで開催します。受講者には後日
「受講修了証」を郵送いたします。

お知らせ

2021年6月26日（土）15：00～17：30

「歯科医療安全に関する研修会」
  講師：小堀　善則 氏
（社会医療法人耳鼻咽喉科麻生病院　歯科口腔外科　歯科医師）

歯科各種届出に係る研修会

第1部　15：00～15：45

「歯科施設基準届出に係る研修会」
  講師：川上　智史 氏
（北海道医療大学歯学部 口腔機能修復・再建学系 高度先進保存学分野 教授）

第2部　16：00～17：30

申込締切 6月15日

詳細は本号同封のちらしをご覧ください。

ネットからもお申込みいただけます。



グループ保険受付中

●法人加入は原則全額損金算入できます
●申し込み資格は65歳6か月までの方
●面倒な医師の診査は不要。簡単な告知でお申込みできます
月額保険料［例：会員本人 男性の場合］

（※その他、500万円、1,500万円、2,000万円、4,000万円の保障金額もございます）
●剰余金が生じた場合には配当金としてお支払いします！

過去5年
平均配当率
約30％！ 死亡時・高度障害時にお支払いする保険

保険年齢 1,000万円 3,000万円 5,000万円 6,000万円

30歳 950円
1,210円
2,350円

2,850円
3,630円
7,050円

4,750円
6,050円
11,750円

5,700円
7,260円
14,100円

40歳
50歳

北 海 道 保 険 医 新 聞 第951号（昭和40年4月18日 第3種郵便物認可）2021年（令和3年）5月5日 （4）

会員からの質問事例

　2才の子どもの歯肉裂傷に対して切除、結紮又は縫合を行う場合
は、口腔内縫合を算定してよろしいでしょうか？

問

　2才の小児の歯肉裂傷で切除、結紮又は縫合を行う場合は小児創
傷処理（6歳未満）を算定します。病名は「歯肉裂傷」でよろしいです。
歯肉裂傷であれば、筋肉、臓器に達しないと思われますので

　・長径2.5㎝未満　　　　　　 450点（675点）
　・長径2.5㎝以上5㎝未満　　　500点（750点）
　・長径5㎝以上10㎝未満　　　950点（1,425点）
　・長径10㎝以上　　　　　 1,740点（2,610点）

の点数を算定します。著しく歯科治療が困難なものに対しては（　）内
の点数で算定します。
　創傷が複数箇所あり、個々に縫合する場合、近接した創傷の長さを
合計して1つの創傷として扱います。

　すでに自費にて歯周治療を行っているとのことなのでその後の処
置等も自費診療の扱いになります。期日を異なった場合においても
一口腔への処置となるため混合診療となります。
　保険診療と保険外診療の混在は次の2点で認められます。

答

　外来環の届出について、歯科衛生士１名で届出していますが、産
休で非常勤１名を頼みました。
　但し、１カ月近く空白期間ができそうなのですが、その場合の届
出はそのままでよろしいでしょうか。または、何か届出が必要でしょ
うか。

問

　ご質問の件ですが、歯科衛生士が一度いなくなるのであれば一旦
外来環の施設基準を取り下げていただき、歯科衛生士が勤務される
ようになってから再度届け出をしていただくことになります。

答

　訪問診療で患者さんが介護保険の居宅管理指導を利用せず、医
療保険の訪衛指を受けたいとの要望があります。本来、介護保険が
ある場合は介護が優先されますが、この様な場合はどうなりますで
しょうか？

問

　患者さんが居宅療養管理指導を利用したくないとおっしゃってい
るということは、入院中等ではなく居宅の患者さんであると思われま
す。
　入院中の患者以外の患者に対しては、医療保険と介護保険の給付
調整の通知に示されている通り、訪問歯科衛生指導料は算定できな
い決まりになっております。

答

　被爆者受給者証明証を持っている国保の患者さんが被せものの
治療に来た場合、カルテに記載しなければならないことはあります
か？

問

　カルテに記載が必要な事項は特段ありません。保険診療にあたっ
ては、C1、C2、Ceは原爆一般疾病の給付対象外になるので、留意して
ください。対象の治療については国保と公費併用で請求して下さい。

答

　①当院ではSPT（Ⅱ）を算定しておりますが、同じ患者でSPT（Ⅰ）へ変
更したり、患者によってSPT（Ⅰ）を算定する人とSPT（Ⅱ）を算定する人
が混在してもよいのでしょうか。
　②SPT（Ⅱ）を算定していて、ある月でP検査を取りましたが、SPT（Ⅱ）
を行う時間がなく翌月に持ち越した場合、この月のP検査は算定でき
るのでしょうか。その場合翌月は前回のSPTより３か月経過していれ
ば、SPT（Ⅰ）を算定できるでしょうか。SPT（Ⅱ）でもよいのでしょうか。

問

　原則としてSPT（Ⅱ）算定後、診療月によってSPT（Ⅰ）を算定するこ
とはできません。しかし、か強診の施設基準を満たさなくなった場合、
SPT（Ⅰ）に移行することになります。か強診の施設基準の届け出を
行っていれば、患者によってSPT（Ⅰ）、SPT（Ⅱ）のいずれかを算定し
て差しつかえありません。
　SPT（Ⅱ）を開始した日以降に行う歯周病検査は算定できません。
その後3カ月経過してもSPT（Ⅱ）の算定になります。

答

　当院、自費で歯周病治療を行う場合があります。支払いは初回に
全額いただきます。
　歯周病治療を行っている期間中に、カリエス処置や根治を行っ
た場合、保険請求可能でしょうか。その日に歯周病治療を行うこと
はありません。
　同日に自費をいただかないので保険請求可能な気もしますが、
混合診療となりますでしょうか。

問

保険外併用療養費制度には「評価療養」と「選定療養」がありま
す。「評価療養」は高度の医療技術を用いた療養その他の療養
であって保険適用を評価する必要のあるもの。「選定療養」は患
者さんの選択を広げる意味合いで、特別の病室の提供などにつ
いて認められているもの。歯科では前歯の金合金等、金属床総
義歯、予約診療、時間外診療、小児う触の指導管理などがありま
す。 

歯科通知文　第12部歯冠修復及び欠損補綴　通則21　にて
定められた事項

　混合診療とは、一連の治療期間中（初診から治療終了までの
間）に歯科点数表の解釈（青本）に記載されている診療行為（保
険給付）とインプラントやホワイトニングなど記載されていない
診療行為（保険給付外）を行い、患者から費用徴収を行うことを
言います。一連の治療期間中で、ある日は保険給付外の診療の
みを行い、保険給付の治療を行わなかったとしても、混合診療に
該当し、保険給付の診療まで給付外となってしまうので、注意が
必要です。

保険給付外の材料等による歯冠修復及び欠損補綴は
保険給付外の治療となるが、この取扱いは、歯及び口腔
に対する治療体系が細分化されている歯科治療の特
殊性に鑑み、当該治療を患者が希望した場合に限り、
歯冠修復にあっては歯冠形成（支台築造を含む。）以
降、欠損補綴にあっては補綴時診断以降を、保険給付
外の扱いとする。その際に、当該治療を行った場合は、
診療録に自費診療への移行等や当該部位に係る保険
診療が完結している旨が判るように明確に記載する。

①

②

答

お問い合わせは、北海道保険医会事務局まで。　　 Tel 011-231-6281 　 Fax 011-231-6283 　 Eメール info＠h-hokenikai. com

保険医休業保障共済保険保険医年金
申込期間 4月1日～5月25日
責任開始日 8月1日

突然の病気やケガでの休業も安心少しでも有利な資金活用先をお探しの先生へ

締切
間近

◆ 最長730日までの長期保障
◆ 掛金は加入時のまま満期まで変わりません
◆ 掛け捨てではありません
（加入後3年以上の場合）
◆ 自宅療養でも代診をおいても給付
◆ 所得補償などとの重複受給もOK

申込期間 4月1日～6月25日
責任開始日 9月1日
◆ 予定利率は１.２５９％
◆月払は１口１万円（最大３０口まで）
◆ 一時払は１口５０万円～
◆ 加入5年以降なら何歳からでも
　 年金受給ができます（4種類から自由に選択）
◆ 掛金の中断・再開もできます

募集中！

4月1日～6月25日

１万円（最大３０口まで）


